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衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
禁
煙
タ
ク
シ
ー
と
ハ
イ
ヤ
ー
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

現
時
点
に
お
い
て
は
、
た
ば
こ
の
煙
に
含
ま
れ
る
御
指
摘
の
「
Ｐ
Ｍ
二
・
五
」
に
よ
る
人
体
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
十

分
に
解
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
十
五
条
の
規
定
等
を
踏
ま
え
、
一
般
乗
用

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
（
以
下
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
自
主
的
に
車
両
の
禁
煙
化
に
取
り
組
む
べ
き
も
の
で
あ
る
と

考
え
て
お
り
、
国
土
交
通
省
と
し
て
も
、
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
標
準
運
送
約
款
（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
告
示

第
三
百
七
十
二
号
）
に
お
い
て
、
車
両
内
の
禁
煙
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
な
ど
、
事
業
者
が
禁
煙
車
両
を
導
入
し
や
す
く

す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
同
省
と
し
て
は
、
禁
煙
タ
ク
シ
ー
の
導
入
に
伴
う
留
意
事
項
に
つ
い
て
（
平
成
十
九
年
九
月
二
十
五
日
付
け
国
自

旅
第
百
五
十
五
号
国
土
交
通
省
自
動
車
交
通
局
旅
客
課
長
通
知
）
等
に
よ
り
、
事
業
者
に
対
し
、
禁
煙
車
両
に
つ
い
て
は
、

車
内
に
お
い
て
、
た
ば
こ
の
に
お
い
を
感
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
乗
務
員
は
旅
客
の
存
し
な
い
場
合
で
も
喫
煙
し
な
い
よ

う
指
導
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
お
尋
ね
の
非
禁
煙
車
両
に
つ
い
て
は
、
旅
客
の
喫
煙
に
よ
り
、
た
ば
こ
の
に
お
い
は

一
定
程
度
残
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
指
導
の
対
象
と
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

一



四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
Ｇ
�
各
国
（
米
・
英
・
加
・
仏
・
独
・
伊
・
露
）
に
お
け
る
タ
ク
シ
ー
車
内
の
喫
煙
規
制
の
状
況
」
に
つ
い

て
は
把
握
し
て
お
ら
ず
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
と
し
て
は
、
全
事
業
者
が
保
有
す
る
禁
煙
車
両
の
台
数
（
以
下
「
全
禁
煙
車
両
台
数
」
と
い
う
。
）
及
び
全

事
業
者
が
保
有
す
る
車
両
の
総
数
に
占
め
る
全
禁
煙
車
両
台
数
の
割
合
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
一
般
社
団
法
人
全
国
ハ
イ

ヤ
ー
・
タ
ク
シ
ー
連
合
会
（
以
下
「
連
合
会
」
と
い
う
。
）
及
び
一
般
社
団
法
人
全
国
個
人
タ
ク
シ
ー
協
会
（
以
下
「
協
会

」
と
い
う
。
）
に
よ
れ
ば
、
連
合
会
及
び
協
会
に
加
盟
し
て
い
る
事
業
者
が
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
時
点
で
保
有
す

る
禁
煙
車
両
の
台
数
は
二
十
二
万
五
千
九
十
四
台
と
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
同
日
時
点
で
協
会
に
加
盟
し
て
い
る
事
業
者

が
保
有
す
る
車
両
の
総
数
は
三
万
九
千
三
百
九
十
四
台
で
あ
り
、
同
年
一
月
一
日
時
点
で
連
合
会
に
加
盟
し
て
い
る
事
業
者

が
保
有
す
る
車
両
の
総
数
は
十
九
万
四
千
百
八
十
六
台
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二


